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北九州市告示第８０号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

、その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した

書面を、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  平成２９年３月１３日

北九州市長 北 橋 健 治

１  申請の概要

 （１）申請者

      北九州市小倉南区朽網東五丁目１番１号

ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場

      総務部長 森 泰道

 （２）工場又は事業場の所在地及び名称

      北九州市小倉南区朽網東五丁目１番１号

ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 本社・小倉工場

 （３）設置の許可申請があった特定施設に関する事項

  ア 種類、名称及び能力

種類 第６３号 ロ 機械器具製造業の用に供する電解式洗浄施設 ２基 

名称 
鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）クロム剥ぎ槽、鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）ニッケ

ル剥ぎ槽 

能力 １，４００ｋｇ／日 

種類 第６５号 酸又はアルカリによる表面処理施設 ２基 

名称 鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）酸洗槽、鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）中和槽 

能力 １，４００ｋｇ／日 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動並びに工事の着手

、工事の完成及び使用開始の予定年月日 

名称

鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）クロム剥ぎ槽、鍍金剥ぎ装置

（Ｅ棟）ニッケル剥ぎ槽、鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）酸

洗槽、鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）中和槽

2



使用時間間隔 ６：００～２２：３０

１日当たりの使用時間 １６時間３０分

季節的変動 なし

工事着手予定年月日 平成２９年７月１日

工事完成予定年月日 平成２９年９月１日

使用開始予定年月日 平成２９年９月２日

  ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量

及び汚染状態 

名称 

鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）クロム剥ぎ槽

、鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）ニッケル剥

ぎ槽、鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）酸洗槽

、鍍金剥ぎ装置（Ｅ棟）中和槽 

汚水量（ｍ３／日）
通常

最大

３５ 

４０ 

水素イオン濃度
通常

最大

２．０～５．８ 

２．０～５．８ 

化学的酸素要求量（ｍｇ／Ｌ）
通常

最大

９．１ 

１１．５ 

浮遊物質量（ｍｇ／Ｌ）
通常

最大

８ 

１０．５ 

クロム含有量（ｍｇ／Ｌ）
通常

最大

３．１ 

５．１ 

（４）汚水等の処理方法に関する事項 

 当該特定施設から排出される汚水は、リサイクル排水処理設備にて処理

後、主に工程水として再利用する。また、一部の処理水（通常３８ｍ３／日

、最大４５ｍ３／日）は、中水として再利用後に下水道へ排除するため、公

共用水域への排出はない。 

（５）排出水に関する事項

  ア 排水口名                                                    

    全体排水口 

  イ 排出水の量及び汚染状態 

名称 全体排水口 

排出水の量（ｍ３／日） 
通常 

最大 

２，７５８ 

３，３４２ 
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水素イオン濃度 
通常 

最大 

５．８～８．６ 

５．８～８．６ 

化学的酸素要求量（ｍｇ／Ｌ） 
通常 

最大 

４．４ 

５．８ 

浮遊物質量（ｍｇ／Ｌ） 
通常 

最大 

１．３ 

４．５ 

銅含有量（ｍｇ／Ｌ） 
通常 

最大 

０．０５ 

０．１５ 

クロム含有量（ｍｇ／Ｌ） 
通常 

最大 

０．１ 

０．２ 

窒素含有量（ｍｇ／Ｌ） 
通常 

最大 

１．９ 

３．６ 

りん含有量（ｍｇ／Ｌ） 
通常 

最大 

０．０８ 

０．６４ 

ほう素及びその化合物（ｍｇ／Ｌ） 
通常 

最大 

２．５ 

４．０ 

ふっ素及びその化合物（ｍｇ／Ｌ） 
通常 

最大 

２．１ 

３．２ 

２  縦覧の期間及び場所

 （１）期間 

   平成２９年３月１３日から同年４月３日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く

毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 （２）場所 

      北九州市小倉北区城内１番１号

     北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  当該事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した

文書を、平成２９年４月３日までに上記縦覧場所に到着するように提出する

こと。 
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北九州市告示第８１号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市漫画ミュージアムにおける陳列品の観覧料の収納事務を次のとおり

委託した。 

  平成２９年３月１３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

西部ビル管理株式会社 北九州市戸畑区幸町１

番１９号 

平成２９年４月１日か

ら平成３０年３月３１

日まで 
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北九州市告示第８２号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市漫画ミュージアムにおける物品売払代金の収納事務を次のとおり委

託した。 

  平成２９年３月１３日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

西部ビル管理株式会社 北九州市戸畑区幸町１

番１９号 

平成２９年４月１日か

ら平成３０年３月３１

日まで 
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